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りそなグループ経営理念

りそなグループは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指し、

お客さまの信頼に応えます。

変革に挑戦します。

透明な経営に努めます。

地域社会とともに発展します。

りそなＷＡＹ（りそなグループ行動宣言）

「りそな」はお客さまとの信頼関係を大切にします

お客さまからの信頼を全てに優先し、お客さまの喜ぶ顔や幸せのために、
誠実で心のこもったサービスを提供します。
お客さまのニーズに応え、質の高いサービスを提供します。
常に感謝の気持ちで接します。

お客さまと

「りそな」

「りそな」は株主との関係を大切にします

長期的な視点に立った健全な経営を行い、企業価値の向上に努めます。
健全な利益の適正な還元を目指します。
何事も先送りせず、透明な経営に徹し、企業情報を公正かつ積極的に伝えます。

株主と

「りそな」

「りそな」は社会とのつながりを大切にします

「りそな」が存在する意義を多くの人々に認めていただけるよう努力します。
広く社会のルールを遵守します。
良き企業市民として地域社会に貢献します。

社会と

「りそな」

「りそな」は従業員の人間性を大切にします

「りそな」の一員であることに誇りを持って働ける職場を創ります。
創造性や変革に挑戦する姿勢を重んじます。
従業員一人ひとりの人間性を尊重し、能力や成果を公正に評価します。

従業員と

「りそな」
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りそなの目指す姿
まず何より、お客さま第一の気持ちに徹すること。

りそなの取り組みは、このサービス業の“原点”に

立ち返ることからスタートしました。

りそなグループは、こうしたチャレンジを通じ、

独自の事業モデル構築を目指していきます。
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りそなホールディングス 会長メッセージ

平素より、りそなグループをお引き立ていただきまして誠にありがとうございます。

昨年の公的資金による資本増強から約１年が経過いたしましたが、この間、多くの方々の温かい励ましと

ご支援のおかげで、「りそな再生」に向けた歩みを着実に進めてくることができました。

会長就任以来、「量から質への転換」「透明性のあるスピード経営の実践」「銀行業から金融サービス業への

進化」という３つのテーマを掲げ、まずは平成１５年９月中間期決算において、過大リスクを排除し、将来コス

トを先取りする抜本的な「財務改革」を断行いたしました。この結果、平成１５年度決算は大幅な赤字を計上

いたしました。これに伴い、配当につきましては昨年度に引き続き、普通株式に加え、優先株式につきま

しても無配とさせていただきました。株主の皆さまのご期待に沿うことができず、経営者として忸怩たる

思いであり、深くお詫び申し上げます。

しかしながら、中間期での思い切った処理により、持続的な黒字経営への体質転換に向けた一歩を踏み

出すことができたものと認識しております。

あわせて、経営の透明性を高めるため、邦銀初となる委員会等設置会社への移行

によるコーポレート・ガバナンスの強化や、社外人材の積極登用等による組織

風土改革にも取り組んでまいりました。

りそな再生の第二局面ともいえる平成１６年度は、①好感度ナンバーワンへ

の挑戦、②ソリューション力の向上、③ローコストオペレーションの徹底、によ

り「銀行業から金融サービス業への進化」を推し進めるとともに、これを通じ

た収益力の向上に取り組んでまいります。

このように、企業価値の最大化に努めることが、総額約３兆円の公的

資金で支えられている私どもりそなグループに課せられた使

命であると考えております。

本誌では、平成１５年度の業績や「りそな再生」に向けたこ

れまでの取り組みを詳細にご説明しております。本誌がりそ

なグループに対するご理解を深めていただくための一助にな

れば幸いです。

最後に、今後とも皆さま方の一層のご支援、ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。

平成１６年７月

株式会社りそなホールディングス

取締役兼代表執行役会長
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りそな信託銀行 社長メッセージ

平素より、りそな信託銀行をお引き立ていただきまして誠にありがとうございます。

昨年５月の公的資金申請以来、皆さまにはさまざまなご支援をいただきました。ここに改めて御礼申し

上げます。

平成１６年度は新生りそなへ向けた集中再生期間の最終年度です。私どももりそなグループの一員とし

て「真の金融サービス」を追求し、信頼の回復と収益性の強化によるグループの経営健全化に向けて全力

で取り組んでまいります。

当社の主要業務である年金・法人信託を取り巻く環境は退職給付会計の導入、年金関連法の改正や投

資一任業務の解禁、信託法・信託業法の改正など大きく変化しつつあります。こうした環境の変化を背景

にお客さまのニーズも確実に多様化・高度化しております。このようななかで平成１５年度、私どもは「専

門性を一層強化し多様化・高度化するお客さまのニーズ、資産運用・管理業務の高度化・グローバル化に

対応する」という当社設立の理念に立ち返り、どうすればお客さまのお役に立つことができるのかを

考え、組織の見直しや新しい商品・サービスのご提供などに取り組んでま

いりました。

今年度もグループ各社と連携をとりながら、年金制度の設計・管理、資産

の運用・管理の両面で真にお客さまに喜んでいただける最適なソリュー

ションをご提供してまいりますとともに、あわせて信託の受託者としての

責任を履行するため、内部管理体制を一層充実させてまいります。

お客さまにベストパートナーとしてお選びいただけますよう、これ

まで以上に努力を重ねてまいりますので、なお一層のご支援、

ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成１６年７月

りそな信託銀行 株式会社

取締役社長
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お客さまとのリレーションシップ強化に向けた取り組み

わが国の年金制度はまさに変革期を迎えており、当社は「年金・法人信託のストラテジック・パートナー」

として、新しい年金制度への移行や高度な資産運用ニーズにお役立ていただける的確なソリューション

をご提供していきます。

１. 組織変更によるソリューション提供力の強化

お客さまのニーズに的確かつスピーディにお応えできるよう、以下のとおり組織変更を実施しました。

●年金制度設計・管理部門

企業年金制度は大きな転換期を迎え、年金制度の見直し気運が高まるなか、年金制度に関するコンサルティ

ングニーズが高まっています。東京、大阪の二極体制でお客さまの年金制度コンサルティングに対するニー

ズに迅速かつ的確にお応えするため、平成１５年６月、年金信託部の東京制度設計室を発展的に改組し、「東京

年金コンサルタント室」を創設しました。

●営業部門

退職給付制度に関するお客さまのニーズに最適なご提案を行うため、東日本営業部および西日本営業部の部

内組織を平成１６年４月に変更しました。これまで地域あるいはお客さまの企業年金制度等に応じて分かれて

いた部内組織を主に機能ごとに再編することにより、お客さまにとっての利便性の向上と組織の効率化を目

指します。

総合設立の厚生年金基金とのお取引を担当する「総合基金部」、単独・連合設立の厚生年金基金とのお取引

および適格退職年金信託、確定給付企業年金信託、確定拠出年金信託等のお客さまとのお取引を一元的に担

当する「企業年金部」を創設したほか、退職給付制度に係る幅広いニーズを持つお客さまを対象に的確なソ

リューションをスピーディにご提供する「年金ソリューション部」「年金ソリューション室」を設けました。

●信託財産運用部門

平成１５年１１月に、信託財産運用部の顧客インターフェイス部門の組織編成を、従来の年金信託・指定単・ファン

ドトラストといった“契約形態別組織”から、特化型運用（パッシブ／アクティブ運用）・バランス型運用の“運用形

態別組織”に再編し、信託財産運用部内に「クライアントサービス部」を設置しました。この組織改正により、お

客さまへの運用に関するご報告はもとより、運用のご提案・関連情報のご提供等、お客さまへの運用サービス

の質的充実を図りました。

また、平成１６年５月には、信託財産運用部の運用フロント（ファンド・マネジメント）部門を「アセットマネジ

メント部」として新たに組織編成し、独立性を高めるとともに、運用力の強化および運用商品の開発力の向上

を図りました。

この結果、信託財産運用部は、お客さまの運用ニーズに的確なソリューションをご提供する「クライアント

サービス部」、高品質な運用商品をご提供する「アセットマネジメント部」の二部体制となりました。

さらに、信託銀行への投資一任業務解禁を控え、投資一任業務に係る資産運用会社としてのバックオフィ

ス業務（約定入力、約定データ照合、残高・損益の照合等）を行う「投資管理グループ」を信託財産運用部の直

轄組織として新設し、ファンド・マネジメント部門であるアセットマネジメント部との相互牽制体制を確立しま

した。
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お

客

さ

ま

総合基金部

名古屋営業室

福岡営業室

企業年金部

年金ソリューション室

業務部

総合基金部

企業年金部

年金ソリューション部

法人信託部

年金コンサルタント室

東京年金コンサルタント室

制度設計室

東京制度設計室

年金数理人室

東京年金数理人室

確定拠出年金室

クライアントサービス部

アセットマネジメント部

パッシブ運用室

西日本営業部

東日本営業部

年金信託部

信託財産運用部

資金業務部

内部監査部

リスク統括部

企　画　部

経

営

会

議

取

締

役

会

監

査

役

会

監

査

役

株

主

総

会

■りそな信託銀行組織図（平成１６年６月１日現在）
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２. 新たな商品・サービスへの取り組み

お客さまのニーズにお応えできるよう、新しい商品・サービスの開発に取り組んでいます。

●退職給付債務（ＰＢＯ）コンサルティング

退職給付会計導入後、退職給付債務（ＰＢＯ）の存在は、企業年金制度にとどまらず企業財務にも大きな影響を

与えるものとなり、企業はＰＢＯを適正に管理し、経営の健全化を図っていくことが求められています。当社

は、これまで培った企業年金制度設計・ＰＢＯ計算に関するノウハウと、りそな総合研究所が持つ人事・財務コ

ンサルティングに関するノウハウを組み合わせてＰＢＯに対する最適なソリューションをご提供する、ＰＢＯコ

ンサルティングの取り扱いを開始しました。

●中小企業向けＤＣ商品

当社ではりそなグループの主要なお客さまである中堅・中小企業の皆さまにご利用いただきやすいよう、制

度導入コストと導入に係る事務負担を軽減したさまざまな確定拠出年金（ＤＣ）商品をご提供しています。

[りそなＤＣゴールデンプラン]

個々のお客さまごとにＤＣ制度の設計、従業員教育、運用商品提供などをパッケージ化してご提供する商品

です。

［総合型商品]

複数の企業が１つのＤＣ制度に加入し、制度を運営していく商品です。大阪商工会議所、埼玉商工会議所と提

携した「大商４０１ｋプラン」「埼商４０１ｋプラン」に加えて、平成１６年６月より当社単独でご提供する「りそなＤＣ

総合型 ちゃく２（着々）プラン」の取り扱いを開始しました。

●運用新商品への取り組み

お客さまの運用ニーズにお応えするため、平成１５年度に、ヘッジ付外国債券や変動利付国債のファンド設立

などパッシブ運用の高度化と多様化を図り、また、エンハンスト・インデックス型ファンドや上場不動産投資

信託（Ｊ-ＲＥＩＴ）を投資対象とするファンドを設立するなど、商品ラインアップの充実を図ってきました。

今後とも当社では、運用のご提案・関連情報のご提供等、お客さまへの運用サービスの質的充実を図り、お

客さまに信頼される「ストラテジック・パートナー」を目指して、さらなる運用体制の強化、高品質の運用商品

の提供・開発に努めていきます。

代表企業

参加企業

事務委託

■「りそなＤＣ総合型 ちゃく２（着々）プラン」の仕組み
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資　金

資金

りそな銀行

埼玉りそな銀行

りそな信託銀行

第一生命

商品提供機関

参加企業
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りそな信託銀行の強みと特長

企業年金のマーケットリーダー

当社は、りそなグループ共通のプラットフォームとして、年金･法人信託業務に係るソリューションをお客さま

に提供しています。特に企業年金については、制度設計･管理、資産運用、資産管理の３つの分野で専門性に

裏打ちされた高度なサービスを提供できる「トータルサポートが可能な年金受託機関」として、お客さまから

高いご評価をいただいています。

制度設計･管理業務

コンサルティングを通じてお客さまのニーズにあった年金制度をつくり、メンテナンスを行う業務です。当社

では、年金数理の専門家であるアクチュアリーが高度な処理システムを活用し、最良のコンサルティングサー

ビスをご提供します。また人事コンサルティングについては、提携関係にあるりそな総合研究所をご利用い

ただくことができます。

当社は、年金業務取り扱い開始以来この分野に注力しており、企業年金の総幹事受託件数は信託銀行でトッ

プとなっています。

資産運用業務

当社は、高度な運用システムの開発、人材の育成により運用力を強化し、また海外の有力投資顧問会社との

提携により商品ラインアップの充実に努めています。当社の出資者でもあるクレディ･アグリコル グループ

とは人材交流を含めた協力体制を構築しており、運用力の一層の強化を図っていきます。

資産管理業務

当社は、わが国最大規模の資産管理専門銀行である日本トラスティ・サービス信託銀行にお客さまの年金資

産の管理を委託しています。日本トラスティ・サービス信託銀行は、格付会社Ｍｏｏｄｙ'ｓから邦銀トップクラス

の長期預金格付Ａ３を取得し、また信託財産の管理体制についても外部機関による監査を定期的に受けてい

ます。

制度設計・管理業務

制度数：約２,６００件
加入者数：約１８８万人

りそな総合研究所 クレディ・アグリコル グループほか

資産管理業務

年金：約７兆２千億円
法人信託：約２０兆円

日本トラスティ・サービス信託銀行

資産運用業務

年金：約６兆３千億円
指定単：約５兆７千億円

（平成１６年３月末現在）

年金・法人信託をトータルサポート
りそな信託銀行

（格付：Ｍｏｏｄｙ’ｓＡ３、ＪＣＲＡ－）
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当社の主要業務

当社は、年金･法人信託業務専門の信託銀行として企業年金制度の設計･管理業務、資産運用業務、資産管理

業務の各分野で専門性の高いサービスをご提供します。

営業体制

当社は、東日本営業部・西日本営業部に加えて名古屋、福岡の各営業室に経験豊富で高い専門性を有する営

業担当者を配置し、営業活動を行っています。また、りそなグループのりそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大

阪銀行、奈良銀行をはじめとした各地の３２の金融機関と信託代理店契約を締結しています。全国をくまなく

カバーするこの営業ネットワークを通じて、幅広いお客さまのニーズをお聞かせいただき、的確なソリューショ

ンをスピーディにご提供します。

年金信託の分野では中小企業のお客さまを中心に、平成１６年３月現在、約４,５００社の企業年金を受託し、そ

のうち約２,６００社から総幹事受託機関の指名を受けています。企業年金制度の変革に際し、総幹事業務受託

により培ったノウハウを生かしてお客さまにとって最良の解決策をわかりやすく具体的に提案していきます。

また、法人信託においても、各種共済組合、地方公共団体、投資信託委託会社、その他の機関投資家のお客さ

まから資産の運用、管理をお任せいただいています。

退職給付会計の導入や退職金・企業年金制度、資産運用についてなど、お客さまのニーズは多様化、多面

化しています。今後も的確なアドバイス、情報提供をいち早く行い、高水準できめ細やかなサービスをお客

さまにご提供していきます。

北 海 道 北洋銀行

東 北 地 方 東北銀行、山形銀行、みちのく銀行、秋田銀行

関 東 地 方 武蔵野銀行、東和銀行、関東つくば銀行、さわやか信用金庫

中 部 地 方 富山銀行、八十二銀行、北越銀行、金沢信用金庫

近 畿 地 方 第三銀行、紀陽銀行、京都信用金庫、大阪市信用金庫

中 国 地 方 鳥取銀行、呉信用金庫

四 国 地 方 伊予銀行、香川銀行、高知銀行、阿波銀行

九 州 地 方 西日本銀行、大分銀行、熊本ファミリー銀行、琉球銀行

政府系金融機関 商工組合中央金庫

■信託代理店契約締結先 （平成１６年３月末現在）

りそなグループ りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行

合　計 ３２金融機関／取り扱い店舗８１１カ店

地
域
金
融
機
関
（
本
店
所
在
地
別
）

■営業ネットワーク

（平成１６年３月末現在）

り
そ
な
グ
ル
ー
プ

りそな銀行（２９２カ店）

埼玉りそな銀行（６４カ店）

近畿大阪銀行（１２３カ店）

奈良銀行（２０カ店）

東日本営業部

西日本営業部 名古屋営業室

福岡営業室

地方銀行等
２８金融機関の
ネットワーク
（３１２カ店）

りそな信託銀行

信託代理店 ネットワーク
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企業年金制度の設計･管理

企業年金制度の設計･管理業務は、お客さまに対するコンサルティングを通じてお客さまのニーズにあった年

金制度をつくりメンテナンスしていく業務であり、年金数理の専門家であるアクチュアリーや高度な処理シス

テムを必要とするものです。

平成１３年６月に成立した「確定拠出年金法」および「確定給付企業年金法」に基づく従来の厚生年金基金制

度および適格退職年金制度から新企業年金制度（確定拠出年金制度・確定給付企業年金制度）への移行、キャッ

シュ・バランス・プランの導入などにおいて、人事制度を含めた年金制度全般にわたる総合的なコンサルティ

ングへのニーズが増加しています。

当社では昭和３７年の年金業務取り扱い開始以来、この分野に注力してきており、年金数理人を中心とする

幅広いノウハウを備えた豊富なスタッフを擁するほか、高度なコンサルティングを可能とするシステム・組織

のインフラストラクチャーを構築しています。特に厚生年金基金においては、従来手書きの多かった基金事

務に関する帳票をすべて機械処理対応とし、パソコン画面への入力により、インターネットを通じて情報を当

社へ送信等していただくシステム（ｅ年金）を開発し、ご利用いただいています。また、人事制度につきまして

は、りそなグループのシンクタンクであるりそな総合研究所がコンサルティングサービスを提供します。年

金業界のパイオニアとして、問題点の発掘から必要な情報のご提供、解決方法のご提案まで、お客さまにご

信頼いただける問題解決型の「ストラテジック・パートナーシップ」を実現します。

これら当社の体制はお客さまからも高い評価を受け、その結果として企業年金の総幹事受託件数は信託銀

行でトップの実績となっています。

●年金制度設計のスペシャリスト：アクチュアリー

当社は平成１６年５月現在、年金数理･確率･統計の高度な知識と手法により制度設計･財政診断等の年金数理

業務を行うアクチュアリー２８名（うち厚生労働大臣認定の年金数理人２７名）を擁しています。

企

業

年

金

制

度

人
事
制
度

既存年金制度の変更計算

ポイント制年金制度の設計

確定拠出年金制度の設計

キャッシュ・バランス・プランの導入

確定給付企業年金への移行計算

厚生年金基金の代行返上

人事制度・給与制度・
退職金制度の設計

お客さまのニーズ

り
そ
な
信
託
銀
行

り
そ
な

総
合
研
究
所

■企業年金の総合コンサルティング

Ｐ
Ｂ
Ｏ
予
測
・

年
金
Ａ
Ｌ
Ｍ
分
析
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資産運用業務

資産運用部門では、厚生年金基金や適格退職年金などの年金資金、政府関係団体や共済組合などの公的資金

を中心とした信託財産の運用を行っています。お客さまの資産を総合的に管理するポートフォリオマネー

ジャー、国内･海外の株式や債券などへの資産運用を行うファンドマネージャー、経済･市場･証券分析を行う

アナリストなど、総勢１２５名にのぼる専門家集団によりお客さまの運用目的や運用ニーズにお応えできる運

用を行っています。

■信託財産運用部門の組織体制

アセットマネジメント部門
顧客

インターフェース
部門

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部

国
内
株
式
グ
ル
ー
プ

外
国
株
式
グ
ル
ー
プ

グ
ロ
ー
バ
ル
債
券
グ
ル
ー
プ

プラットフォーム部門

業
務
企
画
グ
ル
ー
プ

投
資
企
画
グ
ル
ー
プ

提
携
運
用
グ
ル
ー
プ

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管
理
グ
ル
ー
プ

投
資
管
理
グ
ル
ー
プ

デ
ー
タ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
グ
ル
ー
プ

パ
ッ
シ
ブ
運
用
室

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

投
資
技
術
開
発
グ
ル
ー
プ

ア
セ
ッ
ト
ア
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
部

Ｃ
Ｓ
グ
ル
ー
プ

Ｃ
Ｓ
企
画
グ
ル
ー
プ

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
チ
ー
ム

運
用
監
理
チ
ー
ム

リ
ス
ク
統
括
チ
ー
ム

クレディ・アグリコル
アセットマネジメント 提携運用機関

り そ な 信 託 銀 行

信 託 財 産 運 用 部 リスク統括部
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運用体制

当社では、運用哲学およびファンドごとに設定した運用コンセプトの一貫性を保持することを目的として、チー

ム制・合議制による組織的な運用体制を構築しています。具体的には、Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（投資）→Ｓｅｅ（評

価）、そしてＳｅｅからＰｌａｎへのフィードバックという循環的なプロセスで投資の意思決定を行っています。運

用の基本戦略はインベストメント・ストラテジー・コミッティ（ＩＳＣ）が中心になって策定することにより意思決

定の一貫性を担保し、またＩＳＣを定期的に開催することにより投資環境変化への迅速な対応・機動的な運用

戦略の策定を図っています。ＩＳＣでは投資環境見通し、運用全体のストラテジー、アセットアロケーション戦

略、個別資産の具体的戦略等、運用にかかわるあらゆるテーマを対象とした議論が行われます。

■運用意思決定プロセス

グローバル・
ネットワーク

投資環境の
分析

運用計画の
策定

モニタリング

パフォーマンス評価

投資行動

投資戦略の
策定

計　画
Ｐｌａｎ

投　資
Ｄｏ

評　価
Ｓｅｅ

クレディ・アグリコル
アセットマネジメント

提携運用機関ほか

各資産の基本戦略の立案
（各資産のファンドマネージグループ）

資産ごとのファンドマネジメント
（各資産のファンドマネージグループ）

証券の売買執行
（トレーディンググループ）

投資環境見通し（マクロ経済予測・市場予測）の策定
（アセットアロケーショングループ）

アセットアロケーション戦略の立案
（アセットアロケーショングループ）

インベストメント・ストラテジー・コミッティ
（ＩＳＣ）

資産ごとの運用計画策定
（各資産のファンドマネージグループ）

委託者ごとの資産配分計画策定

委託者ごとのポートフォリオマネジメント

投資行動のモニタリング

投資戦略・投資行動のパフォーマンス分析・評価
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クレディ･アグリコル グループとの業務提携

平成１４年３月のクレディ・アグリコル グループとの業務提携後、同グループの資産運用業務を担うクレディ・ア

グリコル アセットマネジメントの持つ運用インフラストラクチャーやネットワークを最大限に活用し、外国資

産運用をはじめとした運用力の強化に結びつけるために、欧州株式ファンドやエマージング株式ファンドの

運用委託、運用に関する各種会議の共同開催、シニアファンドマネージャーの派遣、リサーチ情報の共有化等

を推進してきました。

また、商品開発として、リスク軽減型商品の共同開発や、同グループのオルタナティブ商品の１つであるファ

ンド・オブ・ヘッジファンズの提供を行ってきました。今後も、業務提携の実効性をさらにあげるべく同グルー

プが持つ豊富な経験・実績を活用して、洗練された運用商品をご提供できる有機的な連携を実現します。

●クレディ･アグリコル グループの概要

クレディ･アグリコル グループは１８９４年に設立されたクレディ・アグリコル エス・エーを中核とする、自己資本

(Ｔｉｅｒ１)ではフランス最大、欧州大陸第１位のユニバーサル･バンクであり、グローバルに金融サービスを展

開する金融グループです。その活動内容は、資産運用部門を中心に、商業銀行部門、地方銀行部門、生命保険

部門、損害保険部門、コンサルタント部門と広範囲に及び、６０カ国以上で業務を展開しています。また、２００３

年６月にクレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大規模の金融グループとなっています。

クレディ･アグリコル グループ

本店所在地 パリ（世界６０カ国余りに進出し、日本には支店、現地法人を設置）

事業構成 コーポレート＆インベストメントバンキング ３５.５％

リテールバンキング（フランス国内・クレディ・リヨネ含む） ２２.７％

資産運用・プライベートバンキング ２２.７％

インターナショナルリテールバンキング １１.５％

その他専門金融サービス ７.６％

財務状況(注１) 総収入 ３兆２,２４６億円

純利益 ４,１２９億円

総資産 １１８兆１,２５０億円

運用資産 ５１兆３,０００億円

格付状況(注２) Ｓ&Ｐ ＡＡ－

Ｍｏｏｄｙ'ｓ Ａａ２

（２００３年１２月末現在）

(注１)２００３年１２月末、１ユーロ＝１３５円で計算。
(注２) クレディ・アグリコル グループの中核銀行、クレディ・アグリコル エス・エーの２００４年６月時点の格付。
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資産管理業務

企業年金をはじめとする機関投資家であるお客さまの投資活動は、近年の金融技術革新や通信技術の発達に

より、ますますの多様化・高度化・多頻度化が進展しています。また、国際的な市場競争力強化の観点から、

わが国における証券受渡・決済インフラは、その整備・改革が進められています。これらを背景に、資産管理

機能を担う信託銀行には、証券受渡・決済制度改革への対応に加え、お客さまのダイナミックかつグローバル

な投資活動を迅速・的確にサポートしレポーティングする、高度な資産管理インフラとしての役割がこれまで

以上に求められています。

●ユニバース評価サービス

平成１４年８月、年金運用情報統合サービス（ＭＲＫ：マスター・レコード・キーピング）の一層の充実を図るべく、

「ユニバース評価サービス」の取り扱いを開始しました。多くの資産運用機関と協力して資産運用状況のデー

タを収集し、その母集団（ユニバース）の中での運用成果の位置づけを分析することにより、お客さまに高度

な情報統合機能をご利用いただいています。

●日本トラスティ・サービス信託銀行との連携

当社は再信託の方式により、日本トラスティ・サービス信託銀行に資産管理業務の一部を委託しています。当

社は同社と連携して資産管理能力の一層の強化に継続的に取り組み、多様化する運用手法や新商品への対

応、証券決済制度改革等の制度変更への的確な対応、レポーティング機能の拡充を行っていきます。

（注）日本トラスティ・サービス信託銀行は、大和銀行（現りそな銀行）と住友信託銀行が平成１２年６月に共同設立し、現在はりそな銀行、住友信託銀行およ
び三井トラスト・ホールディングスが共同出資により運営するわが国最大規模の受託財産（平成１６年３月末現在 約１１０兆円）を有する資産管理専門銀行
です。

■日本トラスティ・サービス信託銀行による資産管理スキーム

金銭および有価証券 レポーティング等 信託契約

再信託契約

三
者
間
協
定

お 客 さ ま

再信託受託者
日本トラスティ・サービス信託銀行
＜委託者 りそな信託銀行＞

信託財産

受託者　　りそな信託銀行
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コーポレート・ガバナンス体制について

内部監査体制について

当社は、取締役会にて経営の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督してい

ます。また、取締役会は業務執行の重要事項を協議･決定する経営会議を傘下に置き、意思決定のスピード向

上を図っています。当社では、開業当初よりグループ外から取締役、監査役を迎え、経営に対する監視･監督機

能の充実を図ってきました。

また、当社はグループの一員として「グループ経営管理規程」等に基づき、りそなホールディングスの経営管

理を受けることで、グループ一体となった企業価値の向上と透明性の高い経営を目指して取り組んでいます。

当社では、取締役会の指揮のもと、業務運営の管理体制の適切性および有効性について検証、評価を行い、

その管理体制を強化して業務の安定的な維持発展を図ることを目的として、すべての業務部門を対象に内部

監査を実施しています。

内部監査は、業務部門から独立した内部監査部が行い、業務部門を客観的かつ公平に検証、評価し、必要

に応じて問題点の改善に向けた提言等を行います。

内部監査部では、業務部門のリスクの管理状況を把握したうえで、リスクの種類・程度に応じて、頻度・深

度に配慮した効率的かつ実効性のある内部監査の実現に努めています。実地監査のほかに、日常的な監視に

基づいて、必要に応じて業務部門から報告を求め、意見具申、提案等を行います。また、内部監査部長は、各

種委員会・会議等にオブザーバーとして出席し、日常的なモニタリングを行っています。

内部監査の結果は、被監査部署の責任者に通知するとともに、社長および取締役会ならびに監査役に報告

します。また、りそなホールディングスの内部監査部長を経由して、りそなホールディングスの代表執行役お

よび監査委員会に報告します。

■コーポレート・ガバナンス体制

株 主 総 会

業務執行部門

取 締 役 会
監査

報告

委任

牽制

りそな信託銀行

協議
報告

指導
管理

持
株
会
社

（
り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）

監査

監 査 役 会

業務監査部門

経営会議
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リスク管理体制について

基本方針

当社では、りそなホールディングスの｢グループリスク管理方針｣に則り、自社の業務の規模・特性等を踏まえて、

「リスク管理の基本方針」およびリスク種類ごとの管理方針を定め、これを周知徹底させることで強固なリスク管

理体制の確立に努めています。

運営体制

リスク統括部署およびリスク種類ごとのリスク管理部署を設置し、それぞれのリスク状況に応じたリスク管理を

行っています。業務推進部署から組織的に独立したリスク管理部署およびリスク統括部署が信託財産の運用リス

ク、事務リスク、システムリスクといった主要なリスクについて管理を行うことにより、業務推進部署への牽制を

働かせる体制としています。各種リスクの状況はリスク管理部署から経営会議、取締役会に報告され、取締役会

が、適切かつ有効なリスク管理体制を構築・維持するための最終的な責任を負っています。

主なリスクの管理

年金・法人信託業務を主な業務とする当社は、業務運営上の主要なリスクとして信託財産の運用リスク、事務リス

クおよびシステムリスク等を主な管理の対象としています。

信託財産の運用リスク管理については｢信託財産の運用リスク管理方針｣を定め、信託銀行固有のリスクとして

信託の受託者責任に係るリスクを定義し、管理の対象、手法等を定めています。

また、事務リスク管理については、管理手法の整備等の施策や改善指導を実施するとともに、事務過誤等の発

生状況を定期的に把握し、事務リスクの所在および原因等の分析を行い、その結果を再発防止ならびに事務リス

クの軽減策の策定に活用し、事務リスク管理の強化を図っています。

システムリスク管理については、システムに関する障害・不備防止策、不正防止策等のリスク管理の基準を定

めるとともに、システム障害を想定したコンティンジェンシープランを整備することによりシステムリスクの軽減

に努めています。

なお、平成１０年１１月、信託財産の運用部門、資産管理部門において、邦銀初の外部監査を導入しました。平成

１０年度、１１年度は米国の監査基準ＳＡＳ７０※１により、また、平成１２年度以降は日本版ＳＡＳ７０※２により適正運営の

評価を受けています。

※１：米国のカストディ部門や顧客資産運用部門で導入されている内部管理体制に関する監査基準。
※２：日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第１８号「委託業務に係る内部統制の有効性の評価」（平成１５年１月１６日に改正され、｢委託業務に係る統制

リスクの評価｣に名称も変更されました）。

取締役会

経営会議

報告

オペレーショナルリスク
事務リスク・システムリスク

法務リスク
信託財産の運用リスク

信用リスク
市場リスク・流動性リスク
レピュテーショナルリスク

監督・監査・指示 監査役会

報告

監
査
・
指
導

内
部
監
査
部

■リスク管理体制

外
部
監
査

り
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な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

監
督
・
指
導

リスク統括部署

リスク管理部署

業務推進部署

一次チェック 二次チェック
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コンプライアンス体制について

運営体制

当社では、コンプライアンスの統括部署としてリスク統括部にコンプライアンスチームを設置し、各部、営業室

に配置したコンプライアンス責任者と連携した取り組みを行っています。

コンプライアンス・プログラム

取締役会の承認を受けて「コンプライアンス・プログラム」を年度単位で策定し、その進捗状況についても定期的

に取締役会に報告することにより、計画的にコンプライアンス体制の強化策を実践しています。

なお、平成１６年度よりコンプライアンス・プログラムの策定方法を見直し、特定の部署だけでなくすべての部

署が主体となって取り組む方針をより一層明確にしました。

コンプライアンス態勢の再構築

りそなグループでは、平成１５年６月の公的資金注入や過去の反省を踏まえ、りそなホールディングスの指導のも

とにグループ一体となったコンプライアンス態勢の見直しと再構築を行っています。具体的には、規範体系の再

構築、コンプライアンス・プログラムの策定方法の見直しなどを実施しています。

規範体系の再構築

りそなグループの再生には、判断・行動の基準を見直すとともに、根づかせることが必要不可欠であるとの認識

のもと、「りそなグループ経営理念」「りそなＷＡＹ（りそなグループ行動宣言）」「りそなＳＴＡＮＤＡＲＤ（りそなグ

ループ行動指針）」を制定しました。これらの社内への周知徹底のため、これらを記載した冊子、およびチェック

ポイント形式に簡略化した携帯用冊子を作成、全役員・従業員に配付し、各職場内などにて研修を実施してい

ます。

また、「コンプライアンス基本方針」を大幅に改定し、役員・従業員の役割や組織体制など基本的な枠組みを明

確にし、コンプライアンス態勢の強化を図っています。

コンプライアンス・ホットライン制度

コンプライアンスの浸透には、従業員一人ひとりの問題意識と透明なコミュニケーションが重要であるとの認識

のもと、平成１５年１２月、従業員からのコンプライアンスに関する相談・報告制度を大幅に見直しました。

具体的には、社外弁護士への窓口の創設、フリーダイヤルの設置、専用メールアドレスの開設、匿名での相談を

可とするなど利用しやすい制度とし、広く従業員の意見を聞く姿勢を示すとともに、各種社内研修などにより周

知徹底を図っています。

■コンプライアンス運営体制

取締役会

◎コンプライアンスに係る基本方針およびコンプライアンス・プログラ
ムの策定
◎社会的責任・公共的使命などを柱とした企業倫理の構築と体制の構築

三次チェック体制

◎監査役による監査
◎外部監査人による監査

一次チェック体制
業務部門
◎コンプライアンス責任者を中心とした日常的モニタリング
◎所管業務に関する通達・規程・マニュアル・事務取扱手続などの
策定、社内への周知徹底

二次チェック体制
リスク統括部
•各種法令等遵守状況の監視
•コンプライアンス徹底状況や問題案件等に関する経営陣への報告
•所管部への実態調査・是正指示

コンプライアンス委員会
◎コンプライアンス体制の強化
◎コンプライアンスに関する諸問題の検討、評価
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主な業務の内容

（１）年金業務

●年金信託（確定給付年金）

委託者（事業主・基金等）と従業員との間で定めた年金規約に基づく給付（確定給付）を行うための掛金を信託財産

として委託者等より受け入れ、委託者が指定した方法により資産運用・管理を行い、退職者等に年金または一時金を

給付する信託です。

●確定拠出年金

委託者（事業主等）と従業員との間で定めた年金規約に基づく掛金（確定拠出）を信託財産として委託者より受け入れ、

加入者等（従業員等）が指図する運用資産を管理し、加入者等の退職時等に年金または一時金を給付する信託です。

（２）法人信託業務

●金銭信託

信託引受の際に信託財産として金銭を受け入れ、これを有価証券等に運用し、信託終了の際は金銭をもって受益者

に交付する信託で、その運用方法により指定金銭信託と特定金銭信託の２種類に分かれます。

指定金銭信託：信託財産たる金銭の運用方法を貸付あるいは公社債への投資等契約により委託者が指定するも

のです。

特定金銭信託：信託財産たる金銭の運用方法および目的物を何会社への貸付金あるいは何会社株式への投資

等契約により委託者が特定するものです。

●証券投資信託

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、投資信託委託業者が受益証券発行により集めた資金を信託財産とし

て受け入れ、これを委託者の指図に従って株式、公社債等に投資運用し、信託終了の際は金銭をもって受益者に交

付する信託です。

●金銭信託以外の金銭の信託

信託引受の際に信託財産として金銭を受け入れ、これを有価証券等に運用し、信託終了の際はその時現在の投資物

件のまま受益者に交付する信託です。金銭信託と同様に指定運用、特定運用の２種類に分かれます。例えば、金庫株

信託は金銭信託以外の金銭の信託（指定運用）にあたります。

●包括信託

信託引受の際に信託財産として、財産の種類（金銭、有価証券など）を異にする２つ以上の財産を１つの信託契約によ

り受け入れる信託です。
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営業の概況

営業の経過および成果等

平成１５年６月の「りそな銀行」への公的資金の注入を機に、当社も「りそなグループ」の一員として、新たな体制のも

とで信頼の回復に努めるとともに、グループ共通の年金・法人信託のプラットフォームとして年金・法人信託業務に

特化した業務運営を行い、お客さまにご満足いただける「最高のサービスの提供」に取り組んでまいりました。

顧客セグメントに応じた商品開発への取り組みにより、平成１５年１１月には、中小企業向けの企業型確定拠出年金

をパッケージ化した新商品「りそなＤＣゴールデンプラン」、また、１２月には、中堅・中小企業向け確定拠出年金制度

で大阪商工会議所と提携した「大商４０１ｋプラン」の取り扱いを開始いたしました。

営業および管理体制の整備にも努めました。まず平成１５年６月に、年金制度コンサルティングに対するニーズの

高まりへの対応のため年金信託部に「東京年金コンサルタント室」を設置し、また内部管理体制の一層の強化のため

「リスク統括部」を創設しました。１１月には、信託財産運用部内に従来の年金信託運用部、公的資金運用部に代えて

「クライアントサービス部」を創設する組織改正を行い、信託資金の運用アドバイス機能をお客さまに一元的に提供

できる体制を整えました。

さらに、新しい取り組みとして、若手主体のプロジェクトチームの組成とその活動を通じ、全社一丸となって顧客

サービスの向上や業務体制の改革に取り組んでまいりました。

受託財産残高

平成１６年３月末日の信託財産総額は、２３兆９,８１１億円となっております。

損益

当期の損益状況につきましては、経常利益は１６０億６９百万円、当期純利益は１０６億７８百万円となりました。収益・費

用の概要につきましては、経常収益は、３３５億７２百万円となりました。この内訳は、信託報酬で２８１億４４百万円、役

務取引等収益で５４億１１百万円、資金運用収益で２百万円、その他で１４百万円となっております。一方、経常費用は、

１７５億３百万円となりました。この内訳は、役務取引等費用で７５億６２百万円、営業経費で９５億９２百万円、資金調達

費用で３百万円、その他で３４４百万円となっております。

当社が対処すべき課題

わが国における人事・給与体系の多様化や雇用流動化の進展、退職給付会計の導入に伴う財務戦略上の諸問題への

対応や、年金制度改革の本格的展開を背景に、企業年金は制度発足以来の大転換期を迎えており、お客さまのニー

ズもますます多様化・高度化しております。

また、資産運用・管理業務においても、機関投資家のお客さまのニーズは、一層の高度化・グローバル化が進んで

おります。

このような環境下、当社は「新生りそな」の一翼を担う年金・法人信託業務に特化した信託銀行として、企業年金

制度の設計・管理業務、資産運用業務、資産管理業務の各分野で専門性の高いサービスの提供を通じ、お客さまに

選ばれる「好感度Ｎｏ.１信託」を目指してまいります。

「これまでに培った専門性を一層強化し、多様化・高度化する企業年金へのお客さまのニーズ、資産運用・管理業

務の高度化・グローバル化に対応する」という当社設立の理念に立ちかえり、①コンサルティング力の強化による年

金制度設計・管理面での最適なソリューションの提供、②運用商品提供体制のさらなる充実、③グループ内外にわた

り充実をみた信託代理店との連携強化、④受託者責任の履行を徹底するための内部管理体制の強化、などの課題に

取り組んでまいります。
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財務諸表

■貸借対照表 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
（平成１５年３月３１日現在） （平成１６年３月３１日現在）

資産の部 現金預け金
預け金

有価証券
国債

その他資産
前払費用
未収収益
仮払金
ソフトウェア
その他の資産

動産不動産
土地建物動産
保証金権利金

繰延税金資産
資産の部合計

負債及び資本の部 預金
当座預金
その他の預金

その他負債
未払法人税等
未払費用
仮受金
預り金
未払消費税等
その他の負債

負債の部合計
資本金
資本剰余金
資本準備金

利益剰余金
当期未処分利益
当期純利益

株式等評価差額金
資本の部合計
負債及び資本の部合計

１１,７７７
１１,７７７
１５,０１０
１５,０１０
２１,１７０
１０４

１５,３３７
９０２
４,７７０
５６

２,１７２
１２３
２,０４９
２８８

５０,４１９
３,３９４
２９８
３,０９５
１１,１６７
３,５８９
４,１６３
２,５００
６９１
２０８
１４

１４,５６１
１０,０００
１４,９６９
１４,９６９
１０,８８９
１０,８８９
１０,６７８
△０

３５,８５８
５０,４１９

９,４１４
９,４１４
１５,０１０
１５,０１０
２２,５８２
１３１

１６,９４３
２,６６０
２,７４７
１００
３,５１４
７１

３,４４３
４４７

５０,９７０
３,３３４
２３９
３,０９５
１２,９５５
６,１７６
５,２０６
ー
６０２
９３５
３４

１６,２９０
１０,０００
１４,９６９
１４,９６９
９,７１１
９,７１１
９,７０５
△０

３４,６８０
５０,９７０
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■損益計算書 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
（平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日まで） （平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで）

経常収益
信託報酬
資金運用収益
有価証券利息配当金
預け金利息
その他の受入利息

役務取引等収益
受入為替手数料
その他の役務収益

その他業務収益
国債等債券償還益

その他経常収益
その他の経常収益

経常費用
資金調達費用
預金利息
コールマネー利息
その他の支払利息

役務取引等費用
支払為替手数料
その他の役務費用

営業経費
その他経常費用
その他の経常費用

経常利益
特別利益
特別損失
動産不動産処分損

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
前期繰越利益
当期未処分利益

３３,５７２
２８,１４４

２
１
０
０

５,４１１
１

５,４１０
ー
ー
１４
１４

１７,５０３
３
０
０
２

７,５６２
８４

７,４７７
９,５９２
３４４
３４４

１６,０６９
４０５
２０
２０

１６,４５４
５,６１７
１５８

１０,６７８
２１１

１０,８８９

３４,５２９
２９,５８８

１
０
１
０

４,９３７
０

４,９３６
０
０
２
２

１８,８３２
２
０
０
２

８,５４８
５６

８,４９２
９,７５０
５２９
５２９

１５,６９７
ー
６
６

１５,６９１
６,４０６
△４２０
９,７０５
５

９,７１１

■利益処分計算書 （単位：円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
（株主総会承認日平成１５年６月２４日） （株主総会承認日平成１６年６月２３日）

当期未処分利益
計
利益処分額
配当金

次期繰越利益

１０,８８９,４７８,１４４
１０,８８９,４７８,１４４
１０,０００,０００,０００
１０,０００,０００,０００

（１株につき２０,０００円）
８８９,４７８,１４４

９,７１１,０１５,９５７
９,７１１,０１５,９５７
９,５００,０００,０００
９,５００,０００,０００

（１株につき１９,０００円）
２１１,０１５,９５７
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■注記事項 （平成１６年３月期）

（貸借対照表関係）
※１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※２. 有価証券の評価は、その他有価証券（債券）については決算日の市場

価格等に基づく時価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により
処理しております。

※３. 動産不動産の減価償却は、建物については定額法、動産については
定率法をそれぞれ採用しております。なお、耐用年数は次のとおりで
あります。
建物　 ８年～３９年
動産　 ４年～１５年

※４. 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法により償却しております。

※５. 営業権については、商法施行規則第３３条の規定に基づき５年間で均
等償却しております。

※６. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処
理によっております。

※７. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※８. 動産不動産の減価償却累計額 １８２百万円
※９. 貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部につい

ては、リース契約により使用しております。
※１０. 信託業法の規定による供託として１１百万円、為替決済の担保として

１４,９９８百万円の有価証券（国債）を差し入れており、手形交換差入保証
金としてその他の資産１百万円を差し入れております。
また、動産不動産のうち保証金権利金は２,０４９百万円であります。

※１１. １株当たりの純資産額 ７１,７１７円６３銭
※１２. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

その他有価証券で時価のあるもの
取得原価 貸借対照表 評価差額

計上額 うち益 うち損
国債 １５,０１１百万円 １５,０１０百万円 △０百万円 ０百万円 ０百万円
合計 １５,０１１百万円 １５,０１０百万円 △０百万円 ０百万円 ０百万円
なお、上記の評価差額に繰延税金資産０百万円を加えた額△０百万円
を「株式等評価差額金」に計上しております。

※１３. その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次
のとおりであります。

１年以内 １年超 ５年超 １０年超
５年以内 １０年以内

国債 １５,０１０百万円 －百万円 －百万円 －百万円
合計 １５,０１０百万円 －百万円 －百万円 －百万円

※１４. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証
券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は３６,２２３百
万円であります。

※１５. 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会計審議会平成１４年８月９日））及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６
号平成１５年１０月３１日）が平成１６年３月３１日から平成１７年３月３０日まで
に終了する事業年度に係る財務諸表について適用することを妨げな
いこととされたことに伴い、同会計基準及び同適用指針を適用してお
りますが、これによる税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、資産のグルーピングの方針は、年金・法人信託業務専門の信託
銀行である当社の特殊性を考慮し、「年金業務」と「法人信託業務」を
稼動資産グループとして認識することとしております。

（損益計算書関係）
※１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※２．１株当たり当期純利益金額 ２１,３５６円９２銭
※３. 支配株主との取引による費用総額 １２０百万円
※４. 利益に関連する金額を課税標準とする事業税以外の事業税１７３百万円

は、その他の経常費用に計上しております。
※５．特別利益には、東京都の外形標準にかかる事業税の還付金および還

付加算金の合計額１９９百万円、未払賞与戻入益２０５百万円を含んでお
ります。

※６．銀行法施行規則別紙様式が「銀行法施行規則の一部を改正する内閣
府令」（平成１６年４月１２日付内閣府令第４０号）により改正されたことに
伴い、前期において区分掲記していた「税引前当期利益」及び「当期利
益」は、当期からは「税引前当期純利益」及び「当期純利益」として表示
しております。

主要な経営の状況を示す指標（単体情報）
（単位：百万円）

平成１４年３月期 平成１５年３月期 平成１６年３月期
経常収益
業務純益
経常利益
当期純利益
資本金
（発行済株式総数）
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
配当性向（％）
従業員数（人）
単体自己資本比率（％）
信託報酬
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高
信託財産額

（注）従業員数には、臨時雇員および嘱託を含んでおりません。

３３,５７２
１６,４０４
１６,０６９
１０,６７８
１０,０００

（５００千株）
３５,８５８
５０,４１９
３,３９４
ー

１５,０１０
９３.６４
４３６

１１０.６３
２８,１４４

ー
３,３４７,５１２
２３,９８１,１１６

３４,５２９
１６,２５３
１５,６９７
９,７０５
１０,０００

（５００千株）
３４,６８０
５０,９７０
３,３３４
ー

１５,０１０
９７.８８
４４７

１１５.１０
２９,５８８

ー
２,２７９,０８３
２３,４２５,４６１

２,６１２
１,０９７
１,０５５
６５５

１０,０００
（５００千株）
２５,６２５
３２,０９８
３,０９４
ー
１１

９９.１２
４５２

２１８.１３
２,１４１
ー

１,１１６,６２４
２２,６９２,１５０
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主要な業務の状況を示す指標（単体情報）

■資金運用収支・役務取引等収支・特定取引収支・その他業務収支 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
資金運用収支
役務取引等収支
特定取引収支
その他業務収支

△１
△２,１５０

ー
ー

△１
△３,６１１

ー
０

■利鞘 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
資金運用勘定平均残高
資金調達勘定平均残高
資金運用勘定利息
資金調達勘定利息
資金運用利回り
資金調達利回り
資金粗利鞘

２４,６３２
５,１１５
２
３

０.００％
０.０６％
△０.０５％

２０,１４１
４,１２５
１
２

０.００％
０.０６％
△０.０６％

■受取利息・支払利息 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
受取利息の純増減
残高による増減
利率による増減

支払利息の純増減
残高による増減
利率による増減

０
０
０
０
０
△０

０
４
△３
２
０
１

■利益率 （単位：％）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

（注）１. 総資産利益率＝利益／総資産（除く支払承諾見返）平均残高×１００
（注）２. 資本利益率＝利益／資本勘定平均残高×１００

４０.４８
３９.６６
２６.３５
６１.４７
６０.２１
４０.０１

５１.６６
４９.８９
３０.８４
６３.５５
６１.３７
３７.９５

総資産利益率
（ROA）

資本利益率
（ROE）

業務純益率
経常利益率
当期純利益率
業務純益率
経常利益率
当期純利益率

■業務粗利益・業務粗利益率 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
業務粗利益
業務粗利益率

（注）業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×１００
国際業務部門は該当がないため、国内業務部門、国際業務部門ごとの記載は行っておりません（以下の各表についても同様です）。

２５,９９１
１０５.５１％

２５,９７５
１２８.９６％

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高５,４２１百万円を控除して表示しております。

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含める方法にて表示しております。
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■その他の業務収支の内訳 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国債等債券関係損益
金融派生商品損益
その他
合計

■営業経費の内訳 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
経費
うち給料・手当
退職給付費用
福利厚生費
減価償却費
土地建物機械賃借料
営繕費
消耗品費
給水光熱費
旅費
通信費
広告宣伝費
租税公課
預金保険料
その他

臨時的経費
うち退職金
退職給付費用

合計

９,５８６
３,４２１
１８１
２０

１,２９７
１,０２０
８

２５９
１

１６０
１９７
９
２０
ー

２,９８８
５
５
ー

９,５９２

９,７２１
４,１４０
ー
２４
７８８
１,１５６
１４
２２１
２

１５５
２０６
１２
２４
ー

２,９７５
２９
２９
ー

９,７５０

ー
ー
ー
ー

０
ー
ー
０

（注）上記以外の預金残高はありません。

預金に関する指標

■預金の科目別平均残高 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
当座預金
別段預金
合計

４４９
３,０９７
３,５４７

５１
３,２４３
３,２９５

■役務取引等収支の内訳 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
役務取引等収益
うち預金・貸出業務
為替業務
信託関連業務
証券関連業務
代理業務
保護預り・貸金庫業務
保証業務

役務取引等費用
うち為替業務

役務取引等収支
合計

５,４１１
ー
１

５,３６０
５
４３
ー
ー

７,５６２
８４

△２,１５０
△２,１５０

４,９３７
ー
０

４,９０１
１
３３
ー
ー

８,５４８
５６

△３,６１１
△３,６１１
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（注）地方債、社債、株式、外国債券および外国株式その他の証券ならびに貸付有価証券に関しては該当がありません。

■有価証券の残存期間別残高 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国債（１年以内）
国債（１年超３年以下）
合計

１５,０１０
ー

１５,０１０

１４,９９８
１１

１５,０１０

（注）地方債、社債、株式、外国債券および外国株式その他の証券に関しては該当がありません。

■有価証券の平均残高 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国債
合計

１８,０４３
１８,０４３

１４,４８０
１４,４８０

貸出金等に関する指標

（注）年度末の貸付金額はありません。

■貸出金の科目別平均残高 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
手形貸付
証書貸付
当座貸越
割引手形
合計

ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー

有価証券に関する指標

■商品有価証券の平均残高

当社は商品有価証券を保有しておりません。

■預証率 （単位：％）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
期末残高
期中平均

（注）預証率＝有価証券／預金

４４２.２６
５０８.６２

４５０.１０
４３９.４０

■金融再生法に基づく資産査定の状況 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
破産更生債権およびこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権
合計

ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー

■リスク管理債権残高 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
破綻先債権額
延滞債権額
３カ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計

ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
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自己資本の状況

■自己資本比率（国内基準）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
基本的項目 資本金

うち非累積的永久優先株
新株式払込金
資本準備金
利益準備金
任意積立金
次期繰越利益
その他
その他有価証券の評価差損(△)
自己株式(△)
営業権相当額(△)
計 (Ａ)
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券

補完的項目 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の４５％相当額
一般貸倒引当金
負債性資本調達手段等
うち永久劣後債務

期限付劣後債務及び期限付優先株
計
うち自己資本への算入額 (B)

控除項目 (Ｃ)
自己資本額 計(Ａ)＋（Ｂ）－(Ｃ) (Ｄ)
リスク・アセット等 資産(オン・バランス)項目

オフ・バランス取引項目
計 (Ｅ)

単体自己資本比率（国内基準）＝(Ｄ)／(Ｅ)×１００

１０,０００
ー
ー

１４,９６９
ー
ー
８８９
ー
０
ー
５３

２５,８０５
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

２５,８０５
２３,３２５

ー
２３,３２５

１１０.６３％

１０,０００
ー
ー

１４,９６９
ー
ー
２１１
ー
０
ー
７１

２５,１０８
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

２５,１０８
２１,８１３

ー
２１,８１３

１１５.１０％

有価証券の時価情報

■内国為替取扱高 （単位：千口、百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
送金為替 各地へ向けた分 口数

金額
各地より受けた分 口数

金額
代金取立 各地へ向けた分 口数

金額
各地より受けた分 口数

金額

１,７１０
４２３,８１７

５
３６６,８３８

ー
ー
ー
ー

２,４８８
６９８,０３７

８
５５６,４７０

ー
ー
ー
ー

■投資信託窓口販売実績 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
投資信託 ２７,４１２１３,３３４

■売買目的有価証券

該当ありません。

■満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当ありません。

その他業務の状況

（単位：百万円）

（注）自己資本比率は、銀行法第１４条の２の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づいて算出しております。なお、当社は国内基準を適用しております。
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■貸出金のうち破綻先債権等の額およびその合計額

該当ありません。

■貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

該当ありません。

財産に関するその他の状況

■貸借対照表および損益計算書に関する会計監査人の監査状況

当社の平成１６年３月期の計算書類は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第２条第１項の規定に基づき、新日本監査
法人による監査を受け、法令および定款に従い会社の財産および損益の状況を正しく示しているものと認めるとの意見をいただいてお
ります。

■貸出金償却の額

該当ありません。

■信託財産残高表 （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
資産　　有価証券

国債
地方債
社債
株式
外国証券

信託受益権
その他債権
現金預け金
預け金

合計
負債　　金銭信託

年金信託
投資信託
金銭信託以外の金銭の信託
有価証券の信託
包括信託
合計

３,３４７,５１２
１,４１４,５１４
１００,４７２
４４４,０９６
７４２,３６７
６４６,０６０

２０,６３０,１１２
３９３
３,０９７
３,０９７

２３,９８１,１１６
８,７８０,８４７
５,３５５,６８９
９,０００,８５７
２３５,７３１
２１８,９３１
３８９,０５８

２３,９８１,１１６

２,２７９,０８３
７２６,６０８
５０,４２７
２４２,１６４
６７７,７１２
５８２,１６９

２１,１３１,２９０
１３２

１４,９５３
１４,９５３

２３,４２５,４６１
９,２０１,７６６
５,８８７,６４５
７,４４７,５７０
２６７,３４８
２３１,７２４
３８９,４０４

２３,４２５,４６１
（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
（注）２．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額（平成１５年３月末：２１,１３１,２９０百万円、平成１６年３月末：２０,６３０,１１２百万円）が含まれております。
（注）３．共同信託他社管理財産　平成１５年３月末：６,１３３,７８０百万円、平成１６年３月末：４,６６８,０４３百万円
（注）４．元本補填契約のある信託の取扱残高はありません。
（注）５．財産形成給付信託および貸付信託の取扱残高はありません。
（注）６．金銭信託等に係る貸出金残高はありません。

信託業務に関する指標（単体情報）

■金銭の信託、デリバティブ取引等の時価等

該当ありません。

■その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国債 取得原価

貸借対照表計上額
評価差額
うち益
うち損

（注）有価証券の評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行っております。

１５,０１１
１５,０１０
△０
０
０

１５,０１１
１５,０１０
△１
０
１
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■証券信託（有価証券投資を目的とするもの） （単位：億円）

平成１２年３月末 平成１３年３月末 平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末
特定金銭信託
うち年金特定金銭信託

特定金外信託
指定金外信託
合計

２０,２４４
６,５８８
３,７３３
３６２

２４,３４０

２４,２３３
８,１２７
２,４１９
４２８

２７,０８０

２８,８７１
９,７６０
１,８８５
４３８

３１,１９５

３３,７２９
１０,７１５
２,２５６
３２５

３６,３１１

２７,７７１
９,１７８
７４９
１,４９８
３０,０１９

■年金信託 （単位：億円、件）

平成１２年３月末 平成１３年３月末 平成１４年３月末 平成１５年３月末 平成１６年３月末
厚生年金基金 受託残高

件数
適格年金 受託残高

件数
確定給付企業年金 受託残高
（基金型） 件数
確定給付企業年金 受託残高
（規約型） 件数
団体年金 受託残高

件数
国民年金基金 受託残高

件数
合計 受託残高

件数

４８,６８９
８８５

１４,３５０
４,２６５
ー
ー
ー
ー

２,１２１
５６

１,０７５
５６

６６,２３５
５,２６２

４９,８５２
８７８

１４,８７９
４,３２０
ー
ー
ー
ー

２,１３１
５５

１,１９７
５６

６８,０５９
５,３０９

４６,９３４
８０６

１４,５４９
４,１５３
ー
ー
ー
ー

１,８７４
５３

１,０９２
５６

６４,４４９
５,０６８

４５,０８２
７４５

１３,６８２
４,０３１
ー
ー
４６８
３

１,７５２
５０

１,１６４
５５

６２,１４９
４,８８４

４３,５７８
６０５

１２,９３５
３,７９５
２,０７１
４１
７６０
２６

１,５９８
４７

１,２６４
５５

６２,２０９
４,５６９

（注）１．「金外信託」は「金銭信託以外の金銭の信託」の略称です。
（注）２．平成１３年３月までの数値は会社分割前の株式会社大和銀行での数値を用いています。

（注）１．計上基準の違いにより、受託残高合計と信託財産残高表中の年金信託残高は一致しません。
（注）２．平成１３年３月までの数値は会社分割前の株式会社大和銀行での数値を用いています。

■金銭信託の信託期間別元本残高 （単位：億円）

平成１５年３月末 平成１６年３月末
１年未満
１年以上２年未満
２年以上５年未満
５年以上
その他のもの
合計

４,０８６
２３,７３４
８,９４２
５０,６７７

ー
８７,４４１

６,３００
２７,４２９
１６,５５３
４１,５５１

ー
９１,８３４

■金銭信託等の運用状況 （単位：億円）

平成１５年３月末 平成１６年３月末

金銭信託 貸出金
有価証券
期末運用残高計

年金信託 貸出金
有価証券
期末運用残高計

合計 貸出金
有価証券
期末運用残高計

（注）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社への再信託後の運用状況を含んでおります。

ー
８２,３６８
８２,３６８

ー
４９,８５３
４９,８５３

ー
１３２,２２１
１３２,２２１

ー
８７,０１１
８７,０１１

ー
５４,７９１
５４,７９１

ー
１４１,８０３
１４１,８０３■金銭信託等の受入状況 （単位：億円）

平成１５年３月期 平成１６年３月期

金銭信託 元本
その他
期末受託残高

年金信託 元本
その他
期末受託残高

合計 元本
その他
期末受託残高

（注）金銭信託等とは、金銭信託および年金信託のことです。なお、当社は、財産形成給
付信託および貸付信託を取り扱っていません。

８７,４４１
３６７

８７,８０８
５３,５５６

ー
５３,５５６
１４０,９９８
３６７

１４１,３６５

９１,８３４
１８３

９２,０１７
５８,８７６

ー
５８,８７６
１５０,７１１
１８３

１５０,８９４

■有価証券期末残高（信託勘定）

平成１５年３月期 平成１６年３月期
国債
地方債
社債
株式
その他の証券
合計

（注）本表における信託勘定とは、金銭信託および年金信託のことです。なお、当社は、
財産形成給付信託および貸付信託を取り扱っていません。

１４,１４５
１,００４
４,４４０
７,４２３
６,４６０
３３,４７５

７,２６６
５０４
２,４２１
６,７７７
５,８２１
２２,７９０

（単位：億円）
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会社データ

■設立年月日 平成１３年１２月１０日

■営業開始日 平成１４年３月１日

■代表者氏名 取締役社長　新井　信彦

■本社所在地 東京都千代田区大手町１丁目１番２号

■主な事業内容 信託財産の運用・管理業務
企業年金の制度設計・管理業務
確定拠出年金の運営管理機関・資産管理機関業務

(注)１. ※を付した取締役は代表取締役であり、執行役員を兼務しています。
(注)２. 深井慎、青野晴延の両氏は、商法第１８８条第２項第７号ノ２に定める社外取締役です。
(注)３. 大久保明、小野傑の両氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第１８条第１項に定める社外監査役です。

■取締役・監査役

■執行役員

■営業所一覧 本店
東京都千代田区大手町１丁目１番２号

西日本営業部
大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号

西日本営業部 名古屋出張所（名古屋営業室）
愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８番１２号

西日本営業部 福岡出張所（福岡営業室）
福岡県福岡市中央区天神２丁目１４番８号

（平成１６年６月３０日現在）

役　職 氏　名 兼　職

取締役社長※ 新井　信彦

取締役副社長※ 白岩　憲史

取締役常務執行役員 日野　E雄

取締役 深井　　慎 株式会社りそなホールディングス 執行役
株式会社りそな銀行 執行役

取締役 青野　晴延 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 代表取締役会長

監査役（常勤） 平山　繁幸

監査役 大久保　明

監査役 小野　　傑 弁護士

（平成１６年６月３０日現在）

役　職 氏　名 担　当／兼　職

常務執行役員 芥川　　淳 信託財産運用部、資金業務部

執行役員 前川　幸信 年金信託部長

執行役員 山條　博通 企画部長
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 取締役

株主名 所有株式数 持株比率

株式会社りそなホールディングス

ＳＥＧＥＳＰＡＲ

株式会社西日本銀行

日動火災海上保険株式会社

富士火災海上保険株式会社

朝日生命保険相互会社

太陽生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

岡三ホールディングス株式会社

株式会社武蔵野銀行

あいおい損害保険株式会社

朝日火災海上保険株式会社

３９６,８７５株

２５,０００株

１０,０００株

７,５００株

７,５００株

６,２５０株

６,２５０株

６,２５０株

６,２５０株

５,０００株

５,０００株

２,５００株

２,５００株

７９.３７５％

５.００％

２.００％

１.５０％

１.５０％

１.２５％

１.２５％

１.２５％

１.２５％

１.００％

１.００％

０.５０％

０.５０％

株主名 所有株式数 持株比率

日新火災海上保険株式会社

日本興亜損害保険株式会社

株式会社秋田銀行

株式会社伊予銀行

大阪厚生信用金庫

株式会社東和銀行

株式会社第三銀行

株式会社阿波銀行

株式会社大分銀行

株式会社香川銀行

金沢信用金庫

株式会社東北銀行

株式会社富山銀行

合　計

２,５００株

２,５００株

１,２５０株

１,２５０株

１,２５０株

１,２５０株

１,０００株

７５０株

７５０株

２５０株

１２５株

１２５株

１２５株

５００,０００株

０.５０％

０.５０％

０.２５％

０.２５％

０.２５％

０.２５％

０.２０％

０.１５％
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■株主 （平成１６年３月末現在）

(注)ＳＥＧＥＳＰＡＲは、フランス国籍の法人でクレディ・アグリコル アセットマネジメント等を傘下に置く持株会社です。
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銀行法第２０条に基づいて、下記の決算公告を新聞紙に公告しました。
なお、同法第２１条第１項の規定により、本決算公告を掲載しています。

決算公告（写）
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銀行法施行規則等による開示項目（りそな信託銀行）

○経営の組織......................................................................................................................................................５

○大株主一覧..................................................................................................................................................２９

○役員一覧.........................................................................................................................................................２９

○店舗一覧.........................................................................................................................................................２９

..........４～１３・１８

○直近営業年度の営業の概況....................................................................................................１９

○直近５営業年度の主要な経営指標等の推移........................................................２２

○直近２営業年度の業務の状況を示す指標

（１）主要な業務の状況を示す指標..................................................................................２３

・業務粗利益、業務粗利益率

・資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支、その他業務収支

・資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高等

・受取利息及び支払利息の増減

・総資産経常利益率、資本経常利益率

・総資産当期純利益率、資本当期純利益率

（２）預金に関する指標....................................................................................................................２４

・預金科目別平均残高

・定期預金の残存期間別残高

（３）貸出金等に関する指標......................................................................................................２５

・貸出金科目別平均残高

・貸出金の残存期間別残高

・貸出金・支払承諾見返額の担保別内訳

・貸出金の使途別内訳

・貸出金の業種別内訳

・中小企業等向け貸出

・特定海外債権残高

・預貸率

（４）有価証券に関する指標......................................................................................................２５

・商品有価証券平均残高

・有価証券の残存期間別残高

・有価証券平均残高

・預証率

○リスク管理体制......................................................................................................................................１５

○法令遵守体制............................................................................................................................................１６

業務の運営に関する事項

主要な業務に関する事項

主要な業務の内容

概況及び組織に関する事項 ○貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書...............................................２０・２１

○リスク管理債権残高.........................................................................................................................２５

○単体自己資本比率..............................................................................................................................２６

○有価証券・金銭の信託の時価等情報、デリバティブ取引情報..２６・２７

○貸倒引当金の残高・内訳.............................................................................................................２７

○貸出金償却額............................................................................................................................................２７

○会計監査を受けている旨...........................................................................................................２７

..........４～１３・１８

○直近５営業年度の信託業務の状況を示す指標.................................................２２

○直近２営業年度の信託業務及び財産の状況を示す指標............２７・２８

（１）信託財産残高表

（２）金銭信託等の受入状況

（３）元本補てん契約のある信託の受入状況

（４）元本補てん契約のある信託のリスク管理債権残高

（５）金銭信託の信託期間別元本残高

（６）金銭信託等の運用状況

（７）金銭信託等の貸出金科目別期末残高

（８）金銭信託等の貸出金契約期間別期末残高

（９）金銭信託等の貸出金担保別内訳

（１０）金銭信託等の貸出金使途別内訳

（１１）金銭信託等の貸出金業種別内訳

（１２）金銭信託等の中小企業等向貸出

（１３）金銭信託等の有価証券期末残高

（注）金銭信託等とは、金銭信託および年金信託のことです。なお、当社は、
財産形成給付信託および貸付信託を取り扱っていません。

................................２５

................................２５

................................２５

................................２５

■当社は平成１３年度が営業の初年度であります。

正常債権

要管理債権

危険債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

信託業務に係る業務及び財産に関する事項

信託業務の内容

直近２営業年度の財産の状況に関する事項銀行法施行規則第１９条の２

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第１１条の２

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第６条




